














後期高齢者医療制度

保険証

愛媛県後期高齢者医療広域連合

愛媛県後期高齢者医療広域連合

〒799-2430　松山市北条辻6番地 FAX.089-911-7735
 〈給付に関すること〉TEL.089-911-7733
 〈資格に関すること〉TEL.089-911-7734
E-mail:info@ehime-kouiki.jp  HP:http://www.ehime-kouiki.jp/

担当部署 電話番号

愛媛県内の市町の問い合わせ先一覧
市町名 担当部署

保険健康課
市　民　課
保険年金課
市　民　課
住　民　課
町　民　課
町　民　課
町民生活課
町　民　課

宇 和 島 市
八 幡 浜 市
大　洲　市
西　予　市
内　子　町
伊　方　町
松　野　町
鬼　北　町
愛　南　町

南　

予

電話番号
0895-24-1111
0894-21-0400
0893-24-1713
0894-62-6405
0893-44-6152
0894-38-2653
0895-42-1113
0895-45-1111
0895-72-7300

保険年金課
国　保　課
国保医療課
国保医療課
住　民　課
高齢福祉課
市　民　課
市　民　課
住　民　課
保　険　課
保険健康課

今　治　市
新 居 浜 市
西　条　市
四国中央市
上　島　町
松　山　市
伊　予　市
東　温　市
久万高原町
松　前　町
砥　部　町

東　

予

中　

予

0898-36-1520
0897-65-1170
0897-52-1212
0896-28-6017
0897-77-2503
089-948-6862
089-982-1113
089-964-4471
0892-21-1111
089-985-4107
089-962-7057

市町名

後期高齢者医療制度のしくみ
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保険料の決まり方 保険料のモデルケース

保険料の軽減

年金収入で見た保険料軽減のイメージ

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割
額」の合計となります。
　保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）は2年ごとに見直しを行い、広
域連合で決定します。この保険料率は愛媛県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。

被保険者

保険証
（被保険者証）

　後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方（国民健康保
険・国民健康保険組合は除く）は、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

申請や届出・保険料のご相談は市町の窓口へ！

新　規
　世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減

軽減後の均等割額（年額）軽減割合

9割軽減

8.5割軽減

5割軽減

2割軽減

33万円以下の
世帯

被保険者全員の各所得が0円となる場合（公的
年金所得は控除額を80万円として計算）

［基礎控除額（33万円）＋27.5万円×世帯に属する被保険者数］
以下の世帯

※軽減判定は4月1日（4月2日以降新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
※軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するかどうか不明のため、軽減が適用されません。

※年度の途中で、被保険者の資格を取得した時や喪失した時は、月割で計算した保険料になります。

※生活保護受給者は除きます。
※施設等に入所している場合など、愛媛県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります（住所地特例）。

※うら面に臓器提供に関する意思表示欄があります。

後期高齢者医療
被 保 険 者 証

住　　　所

氏　　　名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交付年月日

一部負担金の割合

保険者番号・名称

有 効 期 限
被保険者番号

平成31年7月31日
12345678

松山市北条辻6番地

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

○○○○○○　愛媛県後期高齢者医療広域連合

性 別　○

みほん

○割

□□　□□

●平成30年度保険料

●愛媛県内にお住まいの75歳以上の方

●75歳の誕生日までに送付されます。
●65歳から74歳で一定の障がいがある方は認定された時に交付されます。
●他県から転入してきた場合など被保険者となった時に交付されます。

更　新
●毎年7月下旬に送付されます。

提示 再交付 返却

＝
保険料（年額）
※10円未満切捨て

限度額62万円

均等割額

46,374円
※世帯の所得に応じて
　軽減措置があります。

＊年間保険料額は10円未満切捨て
総所得金額等－33万円

［基礎控除額］×
所得割率
8.78％

所得割額

＋

［基礎控除額（33万円）＋50万円×世帯に属する被保険者数］
以下の世帯

上記以外の場合

4,637円

6,956円

23,187円

37,099円

世帯の総所得金額等（世帯主と被保険者により判定）

75歳の誕生日から被保険者となります。
なお、加入手続きは不要です。

●65歳から74歳の一定の障がい（身体障害者手帳1級～3級または4級の一部など）
　がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方
認定を受けた日から被保険者となります。
なお、75歳になるまではいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

　保険証はカードサイズで、一人に1枚交付
されます。
　保険証の有効期間は、原則、毎年8月1日
から翌年の7月31日までとなっています。

　お医者さんにかかるときは、必ず窓口
に保険証を提示してください。75歳に
なった方など、新たに保険証が交付され
た方は、再診であっても新しい保険証を
病院の窓口に提示してください。

　紛失した場合や破れて
使えなくなったときは、
再交付できます。お住ま
いの市町の担当窓口に
申請してください。

　資格が無くなった場合
や一部負担金の割合が
変わったときは、お住ま
いの市町の担当窓口に
返却してください。

保険証は
大切に
保管

しましょう

注意して
ください！

実際の
保険証の
大きさです

申請や届出の受付・保険料に関するご相談などの窓口業務はお住まいの市町が行います。

9割軽減 8.5割軽減

5割軽減

268万円223万円168万円80万円

153万円

2割軽減

公的年金収入額

〈夫〉

〈妻〉

〈夫〉

〈妻〉

〈夫〉

〈妻〉

80万円以下

80万円以下

150万円

80万円

200万円

80万円

4,630円

4,630円

6,950円

6,950円

64,450円

23,180円

4,637円

4,637円

6,956円

6,956円

23,187円

23,187円

0円

0円

0円

0円

41,266円

0円

（9割軽減）

（9割軽減）

（8.5割軽減）

（8.5割軽減）

（5割軽減）

（5割軽減）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＋

＋

＋

＋

＋

＋

均等割額　 ＋　 所得割額　 ＝ 年間保険料額均等割額　 ＋　 所得割額　 ＝ 年間保険料額

例2 夫婦二人世帯
公的年金収入額

80万円以下

150万円

200万円

4,630円

6,950円

78,360円

4,637円

6,956円

37,099円

0円

0円

41,266円

（9割軽減）

（8.5割軽減）

（2割軽減）

＝

＝

＝

＋

＋

＋

例1 単身の世帯

所得割額

保 険 料 年金収入のみの夫婦二人世帯の場合
（妻の年金収入は80万円以下）

夫の年金収入

均等割額

● 平成30年度版 みんなで支える

被保険者 医療機関等

市　町 広域連合
（全市町が加入）

● 

保
険
証
の
引
渡
し

● 保険証の提示
● 医療費の窓口負担

● 診　療

● 届出事項などの
　情報提供
● 徴収した保険料の
　納付

● 保険証の交付
　（市町経由）

● 高額療養費
　などの給付

● 資格の
　認定と管理
● 保険料の決定

● 

各
種
届
出
や
申
請

● 

保
険
料
の
納
付

● 

医
療
費
の
支
払
い

● 

医
療
費
の
請
求

※担当部署・電話番号については、機構改革等により変更になる
　場合があります。

明星印刷工業㈱
無断転載禁止

お医者さんにか
かったときに受け
られる給付は5・
6・7面をご覧くだ
さい。

保険証は一人に
1枚交付されます。

被保険者の認定や
保険料の決定、医
療を受けたときの
給付など制度の運
営を行います。

被保険者への保険
証の引渡し、被保
険者からの各種届
出や申請の受付、
保険料の徴収など
を行います。

保険証

保険
証

　この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の
医療費を支え合うためにつくられ、都道府県単位ですべての市町村が加
入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営しています。


